




 

新倉敷商工会館建設に係る協力金のお願い 
 

 

 倉敷商工会議所は昭和４年３月の設立以来、地域総合経済団体として商工業の振興と地

域経済の発展に努め、倉敷市経済界の中枢機能を担いながら今日に至っております。 

 ご高承の通り、現会館は築後４９年が経過しており、老朽化が著しく、会議室等の機能

面や情報化への対応など、現会館では会員の皆様の様々なニーズを満たす各種サービスの

提供が十分に出来ていない状況であります。 

 新会館は、地域のシンボルとして、また会員の皆様の拠り所として機能的で安全性が高

く、防災機能を備え、環境にも配慮した建物を目指します。また、高梁川流域に位置する

７市３町の中心的役割を担っている倉敷市とともに流域圏の商工業発展を目指し、皆様が

利用し易い新たな産業ビジネスの交流拠点として、建設に向けて取り組んで参りたいと考

えております。 

 新会館建設に向けて総力を挙げて諸準備を進めているところですが、多額の資金を要す

る事業であり、総額１億円を目標として、皆様よりご協力をいただきたいと考えていると

ころでございます。 

 どうか、会員の皆様におかれましては、新会館建設にご理解を賜り、時節柄、何かとご

出費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、趣旨ご賢察の上、倉敷商工会議所新会館建設協

力金の拠出につきまして、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 



新 倉 敷 商 工 会 館 
 

１．建設計画概要 

  所在地：倉敷市白楽町２４９－５   構造階数：鉄骨造 ７階建 

  敷地面積：５，６８１㎡       建築面積：５８０㎡ 

  延床面積：３，１８３㎡       駐車台数：２０６台（月極を含む） 

  着工：２０２０年１０月        竣工：２０２２年９月（外構を含む竣工予定） 

 

２．新倉敷商工会館の特徴 

 ①３階と最上階の７階に分割可能な２室をそれぞれ用意。最大１２０名収容可能となる 

会議室があり、各種講演会、研修会などが開催できる機能的な会館 

 ②２階フロアに商工会議所事務局と正副会頭室、相談ブースなどを設置し、会員サービ 

スを重視した使いやすい会館。また、災害時に地区住民などの一時避難所としての機 

能も兼ね備えた会館 

 ③公証人役場、司法書士事務所などの入居により、事業所や市民の方々も利用すること 

ができ、会員・市民になくてはならない会館 

 

３．建設協力金の基準 

  募集協力金 総額１億円  出来る限り、下記の金額でご協力をお願い致します。 

    会員 １口：１万円（１口以上でご協力をお願い致します。） 

 ※経理処理については、右記をご参照下さい。 

 

４．募集期間 

   第１期：令和２年１０月 １日～令和３年 ３月３１日まで 

   第２期：令和３年 ４月 １日～令和３年１２月３１日まで 

   第３期：令和４年 １月 １日～令和４年 ９月３０日まで 

  

５．払込方法 

  お送りいただきました建設協力金申込書に基づき払込書（請求書）を送付致しますの 

で、各募集期間内に下記の指定口座へお振込をお願い申し上げます。 

 

  ■建設協力金指定口座 

         ｸﾗｼｷｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ ｶｲﾄｳ ｲﾉｳｴ ﾐﾈﾋﾄ 

   口 座 名：倉敷商工会議所 会頭 井上 峰一 

   金融機関名：中国銀行 倉敷支店 

   預 金 種 別：普通預金      口座番号：２５５６６２０ 

 

６．協力事業者について 

  ■協力事業者全員：新会館建設協力金の協力事業者の皆様につきましては、新会館建 

設後、当所ホームページに掲載させていただきます。 

  ■高額協力事業者：１００万円以上の高額協力事業者には、奉名板に事業所名・協力 

           金額を掲示させていただきます。 



建設協力金に対する税法上の取扱いについて 

新倉敷商工会館建設に係る建設協力金は、「共同的施設の設置のために支出する費用」に

該当し、次のとおり経理処理をお願いすることになります。 

 

（１）負担された総額が単年度で２０万円未満の場合 

  ①法人 その支出した日の属する事業年度において損金処理をした時は、その事業年

度の損金の額が算入されます。 

  ②個人事業主 その支出した年分の必要経費に算入されます。 

 

（２）負担された総額が単年度で２０万円以上の場合 

  ①法人 その支出した日の属する事業年度の繰延資産に計上します。 

  ②個人事業主 その支出した年分の繰延資産に計上します。 

 

  【減価償却期間及び方法】 

    イ．償却期間  １０年 

    ロ．償却方法  均等償却 

    ハ．償却開始の時期 

       償却開始の時期は、建設協力金を支出したときからとなります。 

    ニ．その他 

       協力金を分割して支出する場合は、総額が確定していてもその総額を未払

金に計上して償却することはできませんが、分割期間が短期間（おおむね

３年以内）の場合は、当初に総額を計上して償却することも可能です。 

 

（３）消費税 

  協力金は課税仕入れに該当しません。 

 

※本建設協力金に対する税法上の取扱いにつきまして、何かご不明な点等がありましたら、 

最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。 

 

■ご注意 

 個人事業主でない給与所得者等の個人の方については、繰延資産の取扱いや寄付 

 金控除の対象となりません。 

 

■お問い合わせ先 

  倉敷商工会議所 総務部 

  ＴＥＬ：０８６－４２４－２１１１   ＦＡＸ：０８６－４２６－６９１１ 

＜郵送先＞ 〒710-8585 倉敷市白楽町 249－5 

              倉敷商工会議所 総務部 宛 

＜ＦＡＸ＞ ０８６－４２６－６９１１ 

＜メール＞ ｋｃｃｉ＠ｓｑｒ．ｏｒ．ｊｐ 

 



 

新倉敷商工会館 建設協力金 申込書 
 

 

 

倉 敷 商 工 会 議 所 

会 頭  井 上  峰 一 様 

 

 

 

新会館建設の趣旨に賛同し、下記の通り建設協力金の申込をします。 

 

 

申込口数・金額 

 

 

 申込口数（   ）口、金（             ）円也 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

所 在 地：                     

 

事業所名：                     

 

代表者名：                  印  

 

担当者名：                     

 

部 課 名：                     

 

電話番号：                     

 

 

 

 

 

 

 

 






